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彦
根
市
消
防
本
部
で
は
、
管
内

(

彦
根
市
・
犬
上
郡)
で
発
生
し
た
火

災
・
救
助
・
救
急
事
故
の
状
況
を
統

計
に
ま
と
め
、
公
表
し
て
い
ま
す
。

火
災
概
要

平
成
19
年
中
に
発
生
し
た
火
災

は
、
前
年
と
同
件
数
の
59
件
で
す

（
表
１
）。
火
災
の
内
訳
に
つ
い
て
は
、

「
建
物
火
災
」
が
36
件
と
最
も
多
く
、

全
火
災
の
61
％
を
占
め
て
い
ま
す
。

次
い
で
「
そ
の
他
火
災
」
13
件
、

「
車
両
火
災
」
10
件
と
な
っ
て
い
ま

す
。火

災
の
原
因
に
つ
い
て
は
、
第
１

位
が
「
た
ば
こ
」
の
10
件
、
第
２
位

が
「
放
火
」
８
件
、
以
下
「
こ
ん
ろ
」

７
件
、「
放
火
の
疑
い
」「
た
き
火
」

各
５
件
と
な
っ
て
い
ま
す
。「
放
火
」

と
「
放
火
の
疑
い
」
の
件
数
を
合
わ

せ
る
と
13
件
で
、
彦
根
市
で
も
毎
年
、

火
災
原
因
の
上
位
に
あ
が
っ
て
い
ま

す
。
放
火
に
よ
る
火
災
を
防
ぐ
方
法

と
し
て
、「
住
宅
の
周
辺
に
可
燃
物

を
置
か
な
い
」「
ご
み
は
定
め
ら
れ

た
日
の
朝
に
出
す
」
な
ど
、
放
火
さ

れ
な
い
環
境
づ
く
り
を
地
域
が
一
体

と
な
っ
て
取
り
組
む
こ
と
が
大
切
で

す
。ま

た
、
昨
年
は
、「
た
ば
こ
」
が

原
因
に
よ
る
火
災
が
、
第
１
位
と
な

っ
て
い
ま
す
。
寝
た
ば
こ
や
た
ば
こ

の
ポ
イ
捨
て
は
、
絶
対
に
し
な
い
、

灰
皿
に
吸
殻
を
た
め
な
い
、
吸
殻
は

水
で
ぬ
ら
し
て
捨
て
る
な
ど
に
心
が

け
て
く
だ
さ
い
。

住
宅
用
火
災
警
報
器
の
設
置

消
防
法
令
が
改
正
さ
れ
、
彦
根
市

で
は
、
既
存
の
住
宅
に
つ
い
て
は
、

平
成
23
年
５
月
31
日
ま
で
に
、
住
宅

用
火
災
警
報
器
の
設
置
が
義
務
付
け

ら
れ
て
い
ま
す
。
全
国
で
は
、
住
宅

火
災
に
よ
る
死
亡
原
因
の
約
６
割
が

逃
げ
遅
れ
で
あ
り
、
火
災
の
発
生
を

音
や
音
声
で
早
期
に
知
ら
せ
て
く
れ

る
住
宅
用
火
災
警
報
器
は
、
大
変
有

効
で
す
。

ま
た
、
消
防
署
や
市
が
、
直
接
住

宅
用
火
災
警
報
器
な
ど
を
訪
問
販
売

す
る
こ
と
は
、
決
し
て
あ
り
ま
せ
ん
。

悪
質
な
訪
問
販
売
な
ど
に
は
じ
ゅ
う

ぶ
ん
に
注
意
し
、
お
か
し
い
と
思
っ

た
ら
、
は
っ
き
り
断
っ
て
く
だ
さ
い
。

救
助
・
救
急
概
要

救
助
出
場
件
数
は
、
33
件
で
、
昨

年
よ
り
３
件
減
少
し
て
い
ま
す
。
内

訳
は
、「
交
通
事
故
」
25
件
、
次
い

で
「
そ
の
他
事
故
」
７
件
と
な
っ
て

い
ま
す
（
表
２
）。
交
通
事
故
に
よ
る

救
助
出
場
件
数
は
、
過
去
５
年
を
み

て
も
、
全
救
助
出
場
件
数
の
ほ
ぼ
８

割
を
占
め
て
い
ま
す
。
ド
ラ
イ
バ
ー

は
、
安
全
運
転
に
心
が
け
て
く
だ
さ

い
。一

方
、
救
急
出
場
は
４
、７
８
５

件
あ
り
ま
し
た
（
表
３
）。
こ
れ
は
、

前
年
に
比
べ
る
と
36
件
増
加
し
て
お

り
、
１
日
平
均
約
13
件
、
約
２
時
間

に
１
回
救
急
車
が
出
場
し
た
こ
と
に

な
り
ま
す
。
ま
た
、
救
急
車
で
搬
送

平
成
19
年
　

彦
根
市
消
防
本
部
管
内
の
火
災
・
救
助
・
救
急
事
故
の
発
生
状
況

さ
れ
た
人
は
、
４
、
６
４
３
人
で
、

前
年
に
比
べ
80
人
増
加
し
て
お
り
、

年
々
救
急
需
要
が
多
く
な
っ
て
い
ま

す
。
事
故
種
別
ご
と
の
出
場
を
見
て

み
る
と
「
急
病
」
が
３
、０
６
９
件

と
全
体
の
約
64
％
を
占
め
て
お
り
、

分
類
に
あ
っ
て
は
循
環
器
系
、
消
化

器
系
、
呼
吸
器
系
の
順
に
な
っ
て
い

ま
す
。
次
い
で
、「
交
通
事
故
」「
一

般
負
傷
」
の
順
に
な
っ
て
い
ま
す
。

救
急
車
が
到
着
す
る
ま
で
に
は
、

全
国
平
均
で
約
６
分
間
か
か
り
ま

す
。
救
急
車
が
到
着
す
る
ま
で
に
何

も
手
当
て
を
し
な
け
れ
ば
、
助
か
る

命
も
助
け
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
り
ま

す
。
そ
の
た
め
に
は
、
そ
の
場
に
居

合
わ
せ
た
人
に
よ
る
手
当
て
が
必
要

で
す
。
彦
根
市
消
防
本
部
で
は
、
一

人
で
も
多
く
の
人
に
応
急
手
当
を
実

施
し
て
も
ら
え
る
よ
う
、
応
急
手
当

の
講
習
を
行
っ
て
い
ま
す
。
会
社
・

自
治
会
・
サ
ー
ク
ル
な
ど
、
ど
ん
な

グ
ル
ー
プ
で
も
開
催
し
ま
す
の
で
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

消
防
本
部
予

防
課
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収
集
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

▽
収
集
時
に
は
、
バ
ケ
ツ
１
〜
２
杯

の
水
を
用
意
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
便
槽
の
上
や
周
囲
、
通
路
な
ど
に
、

収
集
の
妨
げ
に
な
る
も
の
を
置
か

な
い
で
く
だ
さ
い
。

▽
仮
設
ト
イ
レ
な
ど
、
構
造
上
、
す

べ
て
を
き
れ
い
に
収
集
で
き
な
い

便
槽
が
あ
り
ま
す
。
あ
ら
か
じ
め

ご
了
承
く
だ
さ
い
。

▽
構
造
上
、
屋
内
か
ら
は
便
槽
の
状

況
が
確
認
で
き
な
い
場
合
が
あ
り

ま
す
。
便
槽
が
満
杯
に
な
っ
て
い

る
か
ど
う
か
、
外
の
マ
ン
ホ
ー
ル

の
ふ
た
を
開
け
て
、
確
認
し
て
か

ら
収
集
を
依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

生
活
環
境
課
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農
家
調
査
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

今
年
も
、
４
月
１
日
現
在
に
お
け

る
農
家
お
よ
び
、
農
地
の
利
用
状
況

に
つ
い
て
の
調
査
を
行
い
ま
す
。

農
家
調
査
は
、
農
地
法
の
許
可
申

請
な
ど
の
審
査
や
、
各
種
証
明
業
務
、

農
業
行
政
関
係
の
１
年
間
の
基
礎
資

料
と
す
る
た
め
に
実
施
す
る
調
査
で

す
。農

地
を
所
有
、
ま
た
は
耕
作
し
て

い
る
人
は
、
配
付
さ
れ
る
調
査
票
に
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中
国
産
冷
凍
食
品
に
よ
る

健
康
被
害
な
ど
の

相
談
窓
口
に
つ
い
て

新
聞
や
テ
レ
ビ
で
報
道
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
、
全
国
各
地
で
、
中
国
産

冷
凍
ギ
ョ
ウ
ザ
が
原
因
と
疑
わ
れ
る

健
康
被
害
が
発
生
し
て
い
ま
す
。
そ

の
後
、
ギ
ョ
ウ
ザ
以
外
の
食
品
か
ら

も
農
薬
が
検
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

彦
根
保
健
所
で
は
、
健
康
被
害
、

商
品
な
ど
に
つ
い
て
の
相
談
窓
口
を

開
設
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
該
当
す

る
食
品
の
情
報
は
、
滋
賀
県
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
、
厚
生
労
働
省
の
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

相
談
窓
口

湖
東
地
域
振
興
局
地
域
健
康

福
祉
部
（
彦
根
保
健
所
）

受
付
時
間

月
〜
金
曜
日
（
祝
日
は

除
く
）
の
午
前
８
時
30
分
〜
午
後

５
時
15
分

問
い
合
わ
せ
先

湖
東
地
域
振

興
局
地
域
健
康
福
祉
部
（
和
田
町
）
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３
月
29
日

と
４
月
６
日

は

窓
口
業
務
を
行
い
ま
す

市
民
課
と

保
険
年
金
課
で

は
、
毎
週
木
曜
日
に
午
後
７
時
ま
で

時
間
を
延
長
し
、
業
務
を
行
っ
て
い

ま
す
。

３
月
と
４
月
は
、
こ
の
ほ
か
に
、

３
月
29
日

と
４
月
６
日

も
窓
口

業
務
を
行
い
ま
す
。

業
務
時
間

午
前
８
時
30
分
〜
午
後

５
時
15
分

※
午
後
１
時
か
ら
は
、
ポ
ル
ト
ガ
ル

語
の
通
訳
が
待
機
し
て
い
ま
す
。

開
設
窓
口

市
民
課
窓
口
（
市
役
所

１
階

番
窓
口
）、
保
険
年
金
課
窓

口
（
市
役
所
１
階

番
窓
口
）

※
一
部
受
付
の
み
で
受
理
で
き
な
い

業
務
、
取
扱
で
き
な
い
業
務
も
あ

り
ま
す
の
で
、ご
了
承
く
だ
さ
い
。

（
詳
し
く
は
、「
広
報
ひ
こ
ね
２
月
１
日
　
　

号
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。）

※
当
日
は
、
庁
舎
正
面
出
入
り
口
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

市
民
課
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６
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保
険
年
金
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し
尿
収
集
に
つ
い
て
の
お
願
い

収
集
の
申
し
込
み

▽
転
入
・
転
居
や
仮
設
ト
イ
レ
の
設

置
な
ど
に
よ
り
、
新
た
に
、
し
尿

収
集
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、

生
活
環
境
課
、
ま
た
は
支
所
・
各

出
張
所
の
窓
口
で
の
申
込
手
続
き

が
必
要
で
す
。
早
め
に
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。（
電
話
で
の
受
付

は
で
き
ま
せ
ん
）

※
臨
時
収
集
は
、
毎
週
火
・
金
曜
日

に
実
施
し
て
い
ま
す
。
収
集
希
望

日
の
１
週
間
前
ま
で
に
お
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。

収
集
の
中
止
・
変
更

▽
転
居
・
転
出
や
下
水
道
へ
の
接
続

な
ど
に
よ
り
、
し
尿
収
集
が
不
要

に
な
る
場
合
は
、
必
ず

生
活

環
境
課
ま
で
連
絡
し
て
く
だ
さ

い
。

▽
簡
易
水
洗
ト
イ
レ
な
ど
に
改
修
さ

れ
た
場
合
、
収
集
料
金
の
算
出
方

法
が
変
わ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

必
ず

生
活
環
境
課
ま
で
連
絡

し
て
く
だ
さ
い
。

▽
便
槽
に
雨
な
ど
の
水
が
入
り
込
む

場
合
、
収
集
料
金
の
算
出
方
法
を

変
更
さ
せ
て
い
た
だ
く
場
合
が
あ

り
ま
す
。
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く

だ
さ
い
。

▽
定
額
制
の
ご
家
庭
で
、
入
院
や
別

棟
で
生
活
し
て
い
る
な
ど
、
住
民

基
本
台
帳
の
登
録
は
あ
っ
て
も
居

住
実
態
が
な
い
人
が
い
る
場
合
、

申
請
に
よ
り
料
金
を
減
額
で
き
る

制
度
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く

は
、

生
活
環
境
課
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

記
入
の
う
え
、
４
月
15
日

ま
で
に

必
ず
、
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

農
業
委
員
会
事

務
局
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こ
ん
な
時
は

国
民
年
金
の
届
出
が
必
要
で
す

国
民
年
金
は
、
日
本
国
内
に
住
む

20
歳
以
上
、
60
歳
未
満
の
す
べ
て
の

人
が
加
入
す
る
制
度
で
す
。
次
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、

保
険
年
金
課
か
社
会
保
険
事
務
所
へ

の
届
出
が
必
要
で
す
。

▼
20
歳
に
な
っ
た
人
（
会
社
員
、
公
務

員
は
除
く
）

▼
勤
務
先
を
退
職
し
た
人
（
被
扶
養

配
偶
者
が
い
る
人
は
、
配
偶
者
の
届
出

も
必
要
で
す
）

▼
収
入
の
増
加
や
、
離
婚
な
ど
に
よ

り
、
第
２
号
被
保
険
者
の
被
扶
養

配
偶
者
で
な
く
な
っ
た
人

※
第
２
号
被
保
険
者

厚
生
年
金
保

険
・
共
済
年
金
に
加
入
し
て
い
る

人
で
、
原
則
65
歳
未
満
の
人

届
出
を
忘
れ
て
、
保
険
料
を
納
め

て
い
な
い
と
、
将
来
受
給
す
る
年
金

の
額
が
少
な
く
な
っ
た
り
、
年
金
が

受
給
で
き
な
く
な
っ
た
り
す
る
こ
と

が
あ
る
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先
　
彦
根
社
会
保
険
事

務
所
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